
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

三

十

年

六

月

五

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

裁
定
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
が
地
域
福
利
増
進
事
業
者
又
は
土
地
収
用
法
に
定
め
る
起
業
者
と
な
る
場
合
に
は
、
裁

定
の
透
明
性
及
び
公
平
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

現
に
所
有
者
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
の
相
続
登
記
を
促
進
す
る
た
め
、
相
続
に
よ
り
土
地
の
所
有
権
を
取

得
し
た
者
が
当
該
土
地
の
相
続
登
記
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
不
明
土
地
の
相
続
人
の
負
担
軽
減
を
図
る

こ
と
。

三

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
相
続
登
記
の
促
進
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
か
ら
登
記
官
に

登
記
名
義
人
の
死
亡
の
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
な
ど
、
登
記
官
が
そ
の
死
亡
事
実
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、

共
同
相
続
人
に
遺
産
分
割
の
協
議
や
相
続
登
記
を
促
す
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。

四

財

産

管
理

制

度

の

円
滑

な

利
用

を
図

る
た

め

、
複

数

の
土

地

共
有

者

が
不

在
者

で

あ
る

と

き
は

、
不

在

者
財

産
管

理

人

は
、
複
数
の
土
地
共
有
者
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。

五

本
法
に
基
づ
く
制
度
が
効
果
的
か
つ
適
切
・
円
滑
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
、
丁
寧
で
分
か
り
や
す
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
整

備
、
説
明
会
の
開
催
な
ど
を
通
じ
て
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
す
る
専
門
家
等
に
対
し
制
度
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
所
有

者
探
索
に
有
効
な
方
策
の
情
報
共
有
に
努
め
る
こ
と
。



六

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の
抑
制
・
解
消
に
向
け
て
、
関
係
府
省
が
一
体
と
な
っ
て
土
地
に
関
す
る
基
本
的
な
制
度
の
在

り
方
等
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
早
期
に
検
討
を
行
い
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
土
地
の
管
理

の
放
置
を
防
ぐ
た
め
、
土
地
の
所
有
権
の
放
棄
の
在
り
方
や
使
わ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
土
地
の
管
理
等
に
係
る
新

た
な
「
受
け
皿
」
づ
く
り
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


